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別記様式（第２条関係） 

会 議 録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和２年７月２９日（水）午前８時５７分～午前９時３０分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長、市民部長、

協働推進部長、協働推進部環境担当部長、健康福祉部長、健康

福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市整備部長、

都市整備部建設管理担当部長、教育部長、教育部学校教育担当

部長、議会事務局長、会計管理者 

欠席者： なし 

議 題 
１ 令和２年第３回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方
針、残された問
題点、保留事項

等を記載する。）

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：第３回市議会定例会の招集期日は、９月１日（火）である。 

審 議 経 過 
（主な意見等を

原則として発言
順に記載し、同
一内容は一つに

まとめる。) 

（発言者） 

○印=構成員
●印=説明員

議題１ 令和２年第３回市議会定例会提出議案について 

⑴ 令和元年度武蔵村山市一般会計歳入歳出決算認定について

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は28,588,816,306円、歳出決算額は27,750,633,920

円、歳入歳出差引残額は838,182,386円である。なお、翌年度へ繰

り越すべき財源は26,641,308円であり、実質収支は811,541,078円

である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

⑵ 令和元年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は8,153,228,301円、歳出決算額は7,995,297,041円、

歳入歳出差引残額は157,931,260円である。なお、翌年度へ繰り越

すべき財源は0円であり、実質収支は157,931,260円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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 ⑶ 令和元年度武蔵村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

（建設管理担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は1,176,478,227円、歳出決算額は1,080,850,050円、

歳入歳出差引残額は95,628,177円である。なお、翌年度へ繰り越

すべき財源は0円であり、実質収支は95,628,177円である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 令和元年度武蔵村山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

（高齢・障害担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は5,097,853,315円、歳出決算額は4,995,222,294円、

歳入歳出差引残額は102,631,021円である。なお、翌年度へ繰り越

すべき財源は0円であり、実質収支は102,631,021円である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑸ 令和元年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

（都市整備部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は1,707,693,998円、歳出決算額は1,700,838,789円、

歳入歳出差引残額は6,855,209円である。なお、翌年度へ繰り越す

べき財源は0円であり、実質収支は6,855,209円である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑹ 令和元年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 
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歳入決算額は1,637,578,901円、歳出決算額は1,579,092,929円、

歳入歳出差引残額は58,485,972円である。なお、翌年度へ繰り越

すべき財源は0円であり、実質収支は58,485,972円である。  

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑺ 武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長説明） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、食事の提供に要する

費用の取扱いに関する基準等を改める必要があるので、本案を提

出する。 

概要について、１点目は受給資格等の確認に係る支給認定証の

任意交付化に対応するものである。２点目は食事の提供に要する

費用の取扱いを変更するものである。３点目は代替保育の提供に

係る連携施設の基準を緩和するものである。４点目は卒園後の受

入に係る連携施設を不要化するものである。５点目は連携施設の

確保に係る経過措置を５年間延長するものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑻ 武蔵村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長説明） 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正す

る省令の施行に伴い、連携施設に関する基準等を改める必要があ

るので、本案を提出する。 

概要について、１点目は代替保育の提供に係る連携施設の基準

を緩和するものである。２点目は食事の提供の特例に係る搬入施

設の基準を緩和するものである。３点目は居宅訪問型保育事業者

における保育を提供できる場合を追加するものである。４点目は

卒園後の受入に係る連携施設を不要化するものである。５点目は

連携施設の確保に係る経過措置を５年間延長するものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 
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⑼ 令和２年度武蔵村山市一般会計補正予算（第６号） 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑽ 令和２年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

（高齢・障害担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑾ 令和２年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補

正予算（第１号） 

（都市整備部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑿ 令和２年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒀ 令和２年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算（第１号） 

（建設管理担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 
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なお、本下水道事業については、今年度から地方公営企業法の

適用事業となっているが、地方公営企業法には、補正予算につい

ての明確な規定がないため、提案理由については、従前どおりと

した。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒁ 市道路線の廃止について 

（建設管理担当部長説明） 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

より、路線を廃止するので、同条第３項の規定により、本案を提

出する。 

区画整理事業の実施に伴い、不要となる路線を廃止するもので

ある。路線名は、一般市道Ｃ第１３９号線、起点は榎三丁目８３

番地先、終点は榎三丁目９８番地先、幅員は６．００メートル、

延長は６２．１０メートルである。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【追加予定】 

⑴ 教育委員会委員の任命について 

（企画財政部長説明） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第４条第２項の規定により、本案を提出する。 

武蔵村山市教育委員会の委員である 杉原 栄子 氏が令和２年

９月３０日付で任期満了となるので、後任の委員を任命するもの

である。 

任命する委員は１名で、教育委員会委員の任期は令和２年１０

月１日から令和６年９月３０日（任期４年）までである。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（企画財政部長説明） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規

定により、本案を提出する。 

武蔵村山市固定資産評価審査委員会の委員である 岩瀨 成朋 

氏が、令和２年９月３０日付で任期満了となるので、後任の委員

を選任するものである。 
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選任する委員は１名で、固定資産評価審査委員会委員の任期は

令和２年１０月１日から令和５年９月３０日（任期３年）までで

ある。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【報告事項】 

⑴ 専決処分の報告について 

（健康福祉部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により議会において指定されている事項について、専決処分と

したので、同条第２項の規定により報告する。 

令和元年１２月２０日（金）午後２時２５分頃、職員が一般市

道Ａ第７２号線を東から西へ庁用自動車で走行し、中央一丁目３

５番地先の武蔵村山市民会館入口交差点で信号機が赤色の灯火で

あったため停止した後、当該信号機が赤色の灯火の点滅に変わっ

たため、徐行して交差点内に侵入したところ、交差点南側から進

入してきた車両と接触し、庁用自動車の左前部及び相手方車両の

右前部を損傷する事故が発生した。 

当該事故の過失割合は、市が１５％、相手方の事故当事者を８

５％として、相手方の車両損害額の総額のうち、市の過失による

損害額に相当する賠償金を支払うものである。 

示談交渉について、市は、相手方の車両損害額の総額４２１，

５５３円のうち、市の過失による損害額に相当する６３，２３３

円を相手方事故当事者に支払うこととし、相手方事故当事者は、

市の車両損害額の総額２７９，７３０円のうち、自己の過失によ

る損害額に相当する２３７，７７１円を市に支払うことで、現在

協議中である。 

８月中には示談が成立する予定である。 

 （結 論） 

報告事項として決定する。 

 

⑵ 令和元年度武蔵村山市の健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて 

（企画財政部長説明） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、報告す

る。 

令和元年度武蔵村山市の健全化判断比率（実質赤字比率、連結
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実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及び公営企業

会計の資金不足比率を監査委員の意見を付けて報告する。 

 （結 論） 

報告事項として決定する。 

   

議題２ その他 

 令和２年第３回市議会定例会の招集期日について 

令和２年第３回市議会定例会の招集期日は９月１日（火）である。 

 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７４） 

（日本工業規格Ａ列４番） 


